
新潟県立自然科学館指定管理者審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 新潟県立自然科学館の指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、新潟県立自然科

学館指定管理者審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、新潟県立自然科学館の指定管理者の選定基準を検討し、同基準に基づき申請内

容の審査を行い、結果について知事に対して意見を述べるものとする。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、７名以内で次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 自然科学系文化施設、理科教育政策に関して見識を有する者 

(2) 経営について見識を有する者 
(3) 人事・労務について見識を有する者 
(4) 文化施設を利用している者 

(5) 文化課長 

２ 前項第５号に掲げる委員は、申請内容と県施策との整合性等について意見を述べることを役割

とする。 

３ 委員の任期は、指定管理者の決定までとする。 

 

（守秘義務） 

第４条 委員は委員会において知り得た情報は、他に漏らしてはならない。この委員会が終了した

後も同様とする。 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名

した者がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。 
３ 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。 

 

（委員の除斥） 

第７条 委員は、指定管理者の指定を受けようとする者と利害関係を有する場合は、審議に加わる

ことはできない。 
 
（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、観光文化スポーツ部文化課において処理する。 
 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 
 

 附則 

この要綱は、平成１８年７月２０日から施行する。 

附則 

  この要綱は、平成２６年６月１０日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和元年５月１４日から施行する。 



附則 

  この要綱は、令和８年５月２１日から施行する。 
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